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保険証券（変更確認書）要添付 

保険証券にその他ＸＢと記載がある場合は、この特約が適用されます。 

証券番号 Ｎ Ｃ １ ７ ６ ６ １ ６ ２ ６ 

 明細番号    

 

特約コードＸＢ 

 

保険料団体分割払特約 

 

 

「用語の説明」 

この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりと

します。 

用語 説明 

分割保険料 
保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券に記載された金

額をいいます。 

分割追加保険料 
追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額であって、変更確認書に記載

された金額をいいます。 

保険料払込期日 
保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険料の払込方法が口座振替によ

る場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。 

追加保険料払込期日 
変更確認書記載の払込期日をいいます。ただし、追加保険料の払込方法が口座振

替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。 

次回保険料払込期日 保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいいます。 

次回追加保険料払込期日 追加保険料払込期日の翌月の追加保険料払込期日をいいます。 

指定口座 保険契約者の指定する口座をいいます。 

口座振替 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 

提携金融機関 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 

請求日 当社が追加保険料を請求した日をいいます。 

 

第１条（保険料の分割払） 

当社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこと

を承認します。 

 

第２条（保険料の払込方法） 

（１）保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第１回分割保険料を払い込み、第２回目以降の分割保険料

については、保険料払込期日までに払い込まなければなりません。ただし、当社が特に承認した団体を保

険契約者とする場合には、保険契約締結の後、第１回分割保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最

初の集金日の属する月の翌月末までに払い込むことができます。 

（２）第２回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険料払込期日が提携金融機関の

休業日に該当し、口座振替によるその分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当
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社は、保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。 

（３）第２回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第２回分割保険料の保険料払込期日が始

期日の属する月の翌月末日までにあるときにおいて、保険契約者が第２回分割保険料を払い込むべき保険

料払込期日までその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が

行われなかったことによるときは、第３回分割保険料の保険料払込期日をその第２回分割保険料の保険料

払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契

約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。 

 

第３条（保険料領収前の事故） 

（１）保険期間が始まった後でも、保険契約者が第１回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日

から第１回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。 

（２）保険契約者が第２回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属す

る月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後に生じた事故に

よる損害に対しては、保険金を支払いません。 

（３）（２）の規定にかかわらず、第２回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契

約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、

「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこ

の特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込

期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこ

の規定（注）が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保

険料の全額を一括して請求できるものとします。 

（注）この規定 

第５条（追加保険料領収前の事故）（３）③の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定め

る「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替え

る規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々

月末日」と読み替える規定を含みます。 

 

第４条（追加保険料の払込方法） 

（１）普通保険約款第１９条（保険料の返還または追加保険料の請求）（１）に定めるところに従い、当社が追

加保険料を請求した場合は、次のとおりとします。 

区分 追加保険料の払込み 

① 普通保険約款第１４条（１）または（２）に

定めるところに従い請求した追加保険料 保険契約者は、請求日にその全額を一括して当社に払い込

まなければなりません。 ② 普通保険約款第１９条（６）に定めるところ

に従い請求した追加保険料 

（２）（１）の規定にかかわらず、保険契約者は、追加保険料を変更確認書記載の回数および金額に分割して、

次のとおり払い込むことができます。 

区分 追加保険料の払込み 

① 第１回分割追加保険料 請求日に当社に払い込むものとします。 

② 第２回目以降分割追加保険料 追加保険料払込期日までに当社に払い込むものとします。 

（３）第２回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合において、追加保険料払込期日が提携金
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融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われ

たときは、当社は、追加保険料払込期日にその分割追加保険料の払込みがあったものとみなします。 

 

第５条（追加保険料領収前の事故） 

（１）第４条（追加保険料の払込方法）（１）①の追加保険料を請求する場合において、この保険契約の普通保

険約款に定める当社による保険契約の解除に関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当社

は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。こ

の場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。 

（２）第４条（追加保険料の払込方法）（１）②の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求

に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じ

た事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保

険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。 

（３）追加保険料が第４条（追加保険料の払込方法）（２）の定めるところにより、分割して払い込まれる場合

には、次のとおりとします。 

① 保険契約者が第１回分割追加保険料について、その払込みを怠った場合は、（１）および（２）の規定

を適用します。 

② 保険契約者が第２回目以降分割追加保険料について、その分割追加保険料を払い込むべき追加保険料払

込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後に生

じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。 

③ ②の規定にかかわらず、第２回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険

契約者がその分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、

当社は、「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」

と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は追加保険料払込期日の属する月

の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、

この保険契約の保険期間中にこの規定（注）が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、

追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。 

（注）この規定 

第３条（保険料領収前の事故）（３）の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める

「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替

える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月

の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。 

 

第６条（当社による保険契約の解除） 

（１）当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契

約を解除することができます。 

① 保険料払込期日（注１）の属する月の翌月末日までに、その保険料払込期日（注１）に払い込まれるべき分割

保険料（注２）の払込みがない場合 

② 保険料払込期日（注１）までに、その保険料払込期日（注１）に払い込まれるべき分割保険料（注２）の払込みが

なく、かつ、次回保険料払込期日（注３）までに、次回保険料払込期日（注３）に払い込まれるべき分割保険料

（注２）の払込みがない場合 
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（２）（１）の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。 

① （１）①による解除の場合は、その分割保険料（注２）を払い込むべき保険料払込期日（注１）または満期日

のいずれか早い日 

② （１）②による解除の場合は、次回保険料払込期日（注３）または満期日のいずれか早い日 

（注１）保険料払込期日 

第４条（追加保険料の払込方法）（２）の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、追加

保険料払込期日を含みます。 

（注２）分割保険料 

第４条（２）の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険料を含みます。 

（注３）次回保険料払込期日 

第４条（２）の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、次回追加保険料払込期日を含

みます。 

 

第７条（保険金支払の場合の保険料払込み） 

当社が１被保険者について保険金額の全額を支払う場合においては、保険契約者は、保険金の支払われる

べき被保険者の未払込分割保険料の全額を一括して当社に払い込まなければなりません。 

 

第８条（保険料の返還または追加保険料の請求） 

この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により保険料の返還または追加保険

料の請求をすべき事由が生じた場合には、当社は、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他

の特約の保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当社の定めるところにより、保

険料の返還または追加保険料の請求をします。 

 

第９条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款お

よびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。 


